
   
令和４年４月定例  

四 万 十 町 教 育 委 員 会  
会 議 資 料                

日 時： 令和４年４月１２日（火）午前９時００分  
場 所： 四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室     



会 議 次 第  
１ 開 会 
２ 教育長あいさつ 
３ 会議録署名委員の指名 
４ 議 題  

① 承認第１号 専決処分の承認について（指定校区外就学の承認） 
② 承認第２号 専決処分の承認について（指定校区外就学の承認） 
③ 承認第３号 専決処分の承認について（区域外就学の協議） 
④ 議案第１号 四万十町立学校管理運営規則の改正について 
⑤ 議案第２号 四万十町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校

長等に事務委任する規程の改正について  
５ 協議事項 
  ① 二十歳の集いについて  
６ 報告事項 

① 四万十町子ども・子育て会議委員について 
② 四万十町少年補導センター運営協議会委員について 

③ ４月入学式・始業式の欠席者状況について 
④ 高知県生徒指導上の諸課題・児童虐待に関する調査（四万十町）について  

７ その他      教 育 長 山脇 光章 

委  員 横山 順一、 坂本 維子、 佐々倉 愛 

事 務 局 浜田 章克、  味元 伸二郎、  岡 英祐、  東 孝典 



承認第１号   
専決処分の承認について   

指定校区外就学について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条

の規定に基づき、別紙のとおり専決したので、同規則第４条の規定に基づきこれを報

告し承認を求める。  
令和４年４月１２日 提出        

                  四万十町教育長 山脇 光章  
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別紙   
専 決 書   

 指定校区外就学申請の承認について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任

規則第３条の規定に基づき、別紙のとおり専決する。  
   令和４年３月２８日        
                  四万十町教育長 山脇 光章  
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別紙   

指定校区外就学申請の取り扱いについて   
令和４年●月●日付で、四万十町●●●●●●●●● 保護者 ●● ●● から

●●●学校への指定校区外就学申請書が提出されたので、下記のとおり承認する。  
   令和４年●月●日        
                  四万十町教育長 山脇 光章   

記  
１ 児 童生徒 名   ●● ●●   ●学校 第●学年 
２ 保 護者氏 名   ●● ●● 
３ 住 民登録 地   四万十町●●●●●●●●● 
４ 旧 住 所 地       四万十町●●●●●●● 
５ 就 学指定 校   ●●●学校 
６ 就 学 校   ●●●学校 
７ 期    間   令和４年●月●日 ～ 令和４年３月３１日 
８ 事    由    ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●●●●●  
校区外就学基準 Ｎｏ●（●●●●●●●）  

９ 専決処分を行った理由 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●、できるだけ早期に承認する必要があ

ったため。      
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参 考 
 

四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則 

（平成18年教育委員会規則第４号）抜粋 

（委任） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」

という。）第25条第１項の規定に基づき、四万十町教育委員会（以下「教育委員会」

という。）は、次に定める事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する

ものとする。 

(１) 教育行政の基本方針に関すること。 

(２) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

(３) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関するこ

と。 

(４) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関するこ

と。 

(５) 教育委員会及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関の職員の任免

その他人事に関すること。 

(６) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。 

(７) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。 

(８) 幼稚園、小学校及び中学校の通学区域の設定又は変更に関すること。 

(９) 教科書の採択に関すること。 

(10) 教育委員会附属機関の委員の任免等に関すること。 

(11) 重要事項の告示、指令、通知、申請及び報告等に関すること。 

(12) 教職員の組織する職員団体及びその他の諸団体との重要な交渉に関するこ

と。 

(13) 文化財の町指定に関すること。 

(14) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要と認める事項。 

第３条 教育長は、緊急の場合には、第１条各号に規定する事務を専決することがで

きる。 

（委員会への報告） 

第４条 教育長は、次に掲げる事項について、次の教育委員会の会議にこれを報告し、

承認を求めなければならない。 

(１) 第１条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。 

(２) 前条の規定により教育長が専決した事務に関すること。 
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参 考  
四万十町立小学校及び中学校における校区外就学に関する取扱要綱【抜粋】  
（校区外就学） 

第２条 四万十町教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、児童生徒の保護

者から教育委員会が指定する小学校又は中学校（以下「指定校」という。）の

変更を希望する旨の申請がなされた場合で、別表に掲げる基準のいずれかに該

当するときは、指定校の変更をすることができる。  
（申請） 

第３条 前条の規定により指定校の変更を希望する保護者は、指定校区外就学申

請書（様式第１号）に必要な書類を添付し、教育委員会に申請しなければなら

ない。  
（承認） 

第４条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書及び添

付書類の内容を審査し、適当であると認められたものについて、指定校の変更

を承認するものとする。 
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別表（第２条関係） 

校区外就学基準 

№ 区分 事由 対象者 期間 備考（添付書類等） 

１ 学期途中

の転居 

四万十町内への転居で、引

き続き在籍していた学校に

就学させたい場合 

小・中

全学年 

当該学年の

終了まで 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

２ 留守家庭 勤務等により、児童の帰宅

時に保護者等が不在であ

り、児童を祖父母宅、知人、

学童保育等へ預けるため、

預かり先の住所地の指定校

に就学させたい場合 

小全学

年 

当該学年の

終了まで

（１年更

新） 

・預かり承諾書（様式第４

号） 

・在職証明書（様式第５号） 

 

３ 転居予定 新築等により、完成後又は

購入後の転居が確実であ

り、転居予定先の指定校に

就学させたい場合 

小・中

全学年 

転居日まで

（原則６か

月以内） 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・建築確認申請書、売買契

約書、入居契約書等の転居

を確認できる書類 

４ 住民票の

みの異動

（住宅融

資等） 

住民票が居所に無い場合 小・中

全学年 

転居日まで

（原則６か

月以内） 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・建築確認申請書等の住宅

建築を確認できる書類 

・居住証明書（様式第６号）

又は居住を確認できる書類 

５ 教育上等

の配慮 

いじめ、不登校、健康上等

の理由により校区外就学が

適当であると教育委員会が

認めた場合 

小・中

全学年 

必要と認め

られる期間 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・通学を希望する学校長の

意見書又は関係機関の意見

書等 

・医師の診断書（必要と認

められる場合） 

６ 地理的な

理由 

学校との距離により教育委

員会が特に校区外就学が適

当であると認めた場合 

小・中

全学年 

卒業時まで    

７ その他の

事情 

№１から６までに掲げる事

由のほか、教育委員会が特

に校区外就学が適当である

と認めた場合 

小・中

全学年 

必要と認め

られる期間 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・事由要件による。 
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承認第２号   
専決処分の承認について   

指定校区外就学について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条

の規定に基づき、別紙のとおり専決したので、同規則第４条の規定に基づきこれを報

告し承認を求める。  
令和４年４月１２日 提出        

                  四万十町教育長 山脇 光章  
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別紙   
専 決 書   

 指定校区外就学申請の承認について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任

規則第３条の規定に基づき、別紙のとおり専決する。  
   令和４年３月２８日        
                  四万十町教育長 山脇 光章  
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別紙   
指定校区外就学申請の取り扱いについて   

令和４年●月●日付で、四万十町●●●●●●●●● 保護者 ●● ●● から

●●●●学校への指定校区外就学申請書が提出されたので、下記のとおり承認する。  
   令和４年●月●日        
                  四万十町教育長 山脇 光章   

記  
１ 児 童生徒 名   ●● ●●   ●学校 第●学年 
２ 保 護者氏 名   ●● ●● 
３ 住 民登録 地   四万十町●●●●●●●●● 
４ 旧 住 所 地       四万十町●●●●●●● 
５ 就 学指定 校   ●●●学校 
６ 就 学 校   ●●●●学校 
７ 期    間   令和４年●月●日 ～ 令和４年３月３１日 
８ 事    由    ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●●●●●  
校区外就学基準 Ｎｏ●（●●●●●●●）  

９ 専決処分を行った理由 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●、できるだけ早期に承認する必要があ

ったため。       
12



参 考 

 

別表（第２条関係） 

校区外就学基準 

№ 区分 事由 対象者 期間 備考（添付書類等） 

１ 学期途中

の転居 

四万十町内への転居で、引

き続き在籍していた学校に

就学させたい場合 

小・中

全学年 

当該学年の

終了まで 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

２ 留守家庭 勤務等により、児童の帰宅

時に保護者等が不在であ

り、児童を祖父母宅、知人、

学童保育等へ預けるため、

預かり先の住所地の指定校

に就学させたい場合 

小全学

年 

当該学年の

終了まで

（１年更

新） 

・預かり承諾書（様式第４

号） 

・在職証明書（様式第５号） 

 

３ 転居予定 新築等により、完成後又は

購入後の転居が確実であ

り、転居予定先の指定校に

就学させたい場合 

小・中

全学年 

転居日まで

（原則６か

月以内） 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・建築確認申請書、売買契

約書、入居契約書等の転居

を確認できる書類 

４ 住民票の

みの異動

（住宅融

資等） 

住民票が居所に無い場合 小・中

全学年 

転居日まで

（原則６か

月以内） 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・建築確認申請書等の住宅

建築を確認できる書類 

・居住証明書（様式第６号）

又は居住を確認できる書類 

５ 教育上等

の配慮 

いじめ、不登校、健康上等

の理由により校区外就学が

適当であると教育委員会が

認めた場合 

小・中

全学年 

必要と認め

られる期間 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・通学を希望する学校長の

意見書又は関係機関の意見

書等 

・医師の診断書（必要と認

められる場合） 

６ 地理的な

理由 

学校との距離により教育委

員会が特に校区外就学が適

当であると認めた場合 

小・中

全学年 

卒業時まで    

７ その他の

事情 

№１から６までに掲げる事

由のほか、教育委員会が特

に校区外就学が適当である

と認めた場合 

小・中

全学年 

必要と認め

られる期間 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・事由要件による。 
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承認第３号 

 

 

専決処分の承認について 

 

 

区域外就学に係る協議について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則

（平成１８年四万十町教育委員会規則第４号）第３条の規定に基づき、別紙のとおり

専決したので、同規則第４条の規定に基づきこれを報告し承認を求める。 

 

令和４年４月１２日 提出 

 

四万十町教育長 山脇 光章   
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別紙 

 

 

専 決 書 

 

 

 区域外就学に係る協議について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則

（平成１８年四万十町教育委員会規則第４号）第３条の規定に基づき、下記のとおり

専決する。 

 

   令和４年３月２８日 

            

                     四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

 学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第９条第２項の規定に基づき、令

和４年●月●日付けで申請のあった区域外就学について、同日付け３四教学第８６１

号により梼原町教育委員会に協議する。 

 

１ 児童生徒名   ●● ●●  新 ●学校第●学年 

２ 保護者氏名   ●● ●●● 

３ 住民登録地   高岡郡梼原町●●●●●番地 

４ 就学指定校   梼原町立●●●学校 

５ 就学希望校   ●●●●学校 

６ 期   間   令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

７ 事   由   就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

 Ｎｏ●  ●●● 

８ 専決処分を行った理由 

●●●●●●●●●●●●●●●、できるだけ早期に承諾する必要があったた

め。 
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参 考 

  

学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号〕 【抜粋】 

 

（区域外就学等） 

第９条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校（併設型中

学校を除く。）又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育

学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、

中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであ

るときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該

小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有

する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村

の教育委員会に届け出なければならない。 

２ 市町村の教育委員会は、前項の承諾（当該市町村の設置する小学校、中学校（併

設型中学校を除く。）又は義務教育学校への就学に係るものに限る。）を与えようと

する場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議

するものとする。 

22



 

四万十町就学指定校変更及び区域外就学事務取扱要綱【抜粋】 

（令和４年四万十町教育長訓令第１号） 

 

（承認及び承諾基準）  

第２条 四万十町立小学校及び中学校における就学指定校変更承認基準及び区域外

就学承諾基準は、別表のとおりとする。 

（申請） 

第３条 就学指定校以外の学校へ就学させようとする保護者又は区域外就学をさせ

ようとする保護者は、校区外就学・区域外就学申請書（様式第１号）を教育委員会

に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する校区外就学・区域外就学申請書には、教育委員会が求める書類を

添付しなければならない。 

（承認又は承諾） 

第４条 教育委員会は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請について審査

し、第２条に規定する就学指定校変更承認基準又は区域外就学承諾基準のいずれか

に該当し、かつ、教育上適当と認められるときは、就学指定校変更の承認又は区域

外就学の承諾をすることができる。 
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別表（第２条関係） 

就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾基準 

事由 承認・承諾の基準 承認・承諾期間等 

転居又

は転出 

１ 小学校の学年途中又は中学校在籍途中の転居で、引き

続き在学を希望する場合 

小学校は学年末まで 

中学校は卒業まで 

２ 小学校及び中学校の学年途中の転出で、引き続き在学

を希望する場合 

学年末まで 

３ 住宅の新築・改築等による一時的な転居・転出で、引

き続き在学を希望する場合 

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 

４ 新築等により、近い将来転居することが確定しており、

転居後に就学指定校となる学校への就学を希望する場

合 

住民登録がされるまで（原

則６か月以内） 

転入予

定 

５ 本町に転入予定で、転入後に就学指定校となる学校へ

の就学を希望する場合 

転入日まで 

住民票

未登録 

６ 特別な事情で住民登録ができない場合に居住地が校区

となる学校への就学を希望する場合 

住民登録がされるまで（年

度ごとの申請が必要） 

留守家

庭児童

対策 

７ 小学校６年生以下の児童の保護者が自宅にいない状況

にある者で、次の場合 

① 児童の親族の住所を校区とする学校への就学を希

望する場合 

② 保護者又は祖父母の勤務地の住所を校区とする学

校への就学を希望する場合 

③ 他に児童の保護ができる状況に無く、学童保育等

を実施している学校への就学を希望する場合 

状況に変化がなければ、小

学校卒業まで（年度ごとの

申請が必要） 

心身の

事情 

８ 児童生徒の心身の事情により、指定校への就学が困難

である場合で、その事情に相応した学校への就学を希

望する場合 

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 

９ 支援学級のある学校への就学を希望する場合 卒業まで 

教育上

の配慮 

10 就学指定校にない部活動を行うため、就学校の変更を

希望する場合（中学校入学前に申請をした場合に限

る。） 

中学校のみ卒業まで（年度

ごとの申請が必要） 

11 いじめや、不登校などの改善のため、就学校の変更を

希望する場合 

教育委員会が認める期間 

その他 12 地理的条件により、就学指定校への就学が困難な場合

に、容易に通学できる学校への就学を希望する場合 

卒業まで 

13 就学指定校の変更を承認された兄弟姉妹と同じ学校へ

の就学を希望する場合 

卒業まで 

14 教育的見地や家庭の状況等から、就学校の変更を希望

する場合  

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 

15 就学希望中学校区の小学校に在籍したことを理由に就

学校の変更を希望する場合（中学校入学前に申請をし

た場合に限る。） 

卒業まで 

16 その他、特別な事情により就学校の変更を希望する場

合 

教育委員会が認める期間

（年度ごとの申請が必要） 
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就学指定校変更の承認及び区域外就学の承諾に係る添付書類 

事由 承認・承諾の基準 添付書類 

転居又

は転出 

１ 小学校の学年途中又は中学校在籍途中の転居で、引き

続き在学を希望する場合 

 

２ 小学校及び中学校の学年途中の転出で、引き続き在学

を希望する場合 

 

３ 住宅の新築・改築等による一時的な転居・転出で、引

き続き在学を希望する場合 

建築確認申請書、入居契約

書等の転居・転入を確認で

きる書類 

４ 新築等により、近い将来転居することが確定しており、

転居後に就学指定校となる学校への就学を希望する場

合 

建築確認申請書、入居契約

書等の転居を確認できる

書類 

転入予

定 

５ 本町に転入予定で、転入後に就学指定校となる学校へ

の就学を希望する場合 

建築確認申請書、入居契約

書等の転入を確認できる

書類 

住民票

未登録 

６ 特別な事情で住民登録ができない場合に居住地が校区

となる学校への就学を希望する場合 

居住証明書 

留守家

庭児童

対策 

７ 小学校６年生以下の児童の保護者が自宅にいない状況

にある者で、次の場合 

① 児童の親族の住所を校区とする学校への就学を希

望する場合 

② 保護者又は祖父母の勤務地の住所を校区とする学

校への就学を希望する場合 

③ 他に児童の保護ができる状況に無く、学童保育等

を実施している学校への就学を希望する場合 

預かり承諾書 

在職証明書 

心身の

事情 

８ 児童生徒の心身の事情により、指定校への就学が困難

である場合で、その事情に相応した学校への就学を希

望する場合 

学校長の意見書又は関係

機関の意見書等 

９ 支援学級のある学校への就学を希望する場合  

教育上

の配慮 

10 就学指定校にない部活動を行うため、就学校の変更を

希望する場合（中学校入学前に申請をした場合に限

る。） 

 

11 いじめや、不登校などの改善のため、就学校の変更を

希望する場合 

学校長の意見書又は関係

機関の意見書等 

その他 12 地理的条件により、就学指定校への就学が困難な場合

に、容易に通学できる学校への就学を希望する場合 

 

13 就学指定校の変更を承認された兄弟姉妹と同じ学校へ

の就学を希望する場合 

就学通知書の写し 

14 教育的見地や家庭の状況等から、就学校の変更を希望

する場合  

学校長の意見書又は関係

機関の意見書等 

15 就学希望中学校区の小学校に在籍したことを理由に就

学校の変更を希望する場合（中学校入学前に申請をし

た場合に限る。） 

 

16 その他、特別な事情により就学校の変更を希望する場

合 

事由要件による 
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議案第１号 

 

 

   四万十町立学校管理運営規則の改正について 

 

 

四万十町立学校管理運営規則（平成 18 年四万十町教育委員会規則第 18 号）の一部

を改正する規則を下記のとおり定めることについて、委員会の意見を求める。 

 

令和４年４月１２日 提出       

 

                    四万十町教育長 山脇 光章  

 

 

記 

 

 

   四万十町立学校管理運営規則の一部を改正する規則 

 

 四万十町立学校管理運営規則（平成 18 年四万十町教育委員会規則第 18 号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１条及び第２条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31年法律第162号)第 33条

の規定に基づく四万十町立小学校及び中学校（以下「学校」という。）の管理運営

の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところに

よる。 

（管理運営の基本原則） 

第２条 四万十町教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び学校は、児童又は

生徒（以下「児童等」という。）の学習の保障及び保護者、地域住民等（以下「保

護者等」という。）から信頼される学校を目標としてその管理運営に努めなければ

ならない。 

 第３条を次のように改める。 

（教育課程の編成） 

第３条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳、特

別活動及び総合的な学習の時間によって校長が編成する。 

２ 教育委員会は、教育課程の編成に当たっては、各学校の児童等及び地域の実態、

教育課題等に配慮し、学校の求めに応じて、専門的な支援を行うよう努めるものと
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する。 

３ 校長は、編成した教育課程について、保護者等の求めに応じ、これを説明しなけ

ればならない。 

４ 校長は、編成した教育課程を、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。

変更した場合も、同様とする。 

 第４条第１項を次のように改める。 

校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関す

る事項を定め学校要覧に記載し、教育委員会が定める日までに教育委員会に提出す

るものとする。 

 第８条第２項中「校長の申し出に応じて」を削る。 

 第 11 条第４項を削る。 

 第 13 条第２項中「の適用」を削り、「保護者等」を「保護者」に改め、同条第４項

中「必要と認めるとき」を削る。 

 第 14 条第１項中「交付して行なわなければならない」を「交付しなければならな

い」に改める。 

 第 15 条第２項中「申出を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童等の状況に

より」を「申出に係る児童等について、」に改める。 

 第 16 条を次のように改める。 

（学校復帰後の指導） 

第 16 条 学校は、出席停止の期間が終了した児童等に対し、適切な指導を継続しな

ければならない。 

 第 17 条の次に次の１条を加える。 

（懲戒） 

第 17 条の２ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 11 条の規定に基づき行った児

童等に対する懲戒処分のうち、重要又は異例なものについては、その学年、氏名、

保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。 

第 19 条の見出し中「児童」を「児童等」に改め、同条中「第 14 条、第 17 条又は

前条に」を「第 14 条及び第 17 条から前条までに」、「児童」を「児童等」に改める。 

第 20 条第１項中「前条の趣旨を踏まえ、」を削る。 

第 21 条第１項中「児童・生徒数」を「児童等の数」に改め、同条第２項中「学校

栄養職員」の次に「その他必要な職員」を加える。 

第 21 条の２第１項中「校長は、」を「 教育委員会は、高知県」に、「編制し、学

級担任を命ずることができる」を「編制するものとする」に改め、同条第２項中「授

業や教育指導」を「授業及び教育指導」に改め、同条第３項中「学級を編制又は」を

「学級編制を」に、「届け出る」を「報告する」改め、同条の次に次の１条を加える。 

（事務職員の職名及び職務等） 

第 21 条の３ 第 21 条第１項に規定する事務職員の職名及びその職務は、次の表のと

おりとする。 

職名 職    務 
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２ 教育委員会が任用する事務職員の職務は、前項に規定する主事の職務とする。 

３ 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内

容、その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 第 22 条及び第 23 条を次のように改める。 

（校務分掌） 

第 22 条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学

校の管理運営を能率的かつ合理的に行うものとする。 

２ 校長は、前項の規定に基づき校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。 

（教務主任等） 

第 23 条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特

別の事情のあるときは、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。 

２ 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項につ

いて連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

３ 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡

調整並びに指導及び助言に当たる。 

４ 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項につ

いて連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

５ 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。 

６ 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健

主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会

に報告するものとする。 

 第 23 条の次に次の第２条を加える。 

（生徒指導主事及び進路指導主事）  

第 23 条の２ 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事

情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。 

２ 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該

事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

３ 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導に関する事項をつか

さどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。 

４ 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長

が命じ、教育委員会に報告するものとする。 

（事務主任） 

事務長 担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 

総括主任 担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。 

主任 高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監

督する。 

主幹 上司の命を受け、特定の事務をつかさどる。 

主査 上司の命を受け、高度の事務をつかさどる。 

主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。 
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第 23 条の３ 学校に、事務主任を置くことができる。 

２ 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整並びに指導

及び助言に当たる。 

３ 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。 

 第 24 条及び第 25 条を次のように改める。 

（人権教育主任） 

第 24 条 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを

置かないことができる。 

２ 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人

権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言

に当たる。 

３ 人権教育主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員

会に報告するものとする。 

（その他の主任等） 

第 25 条 学校に、第 23 条から前条までに規定するもののほか、必要に応じ、校務を

分担する主任等を置くことができる。 

２ 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。 

 第 25 条の次に次の２条を加える。 

（学校栄養職員) 

第 25 条の２ 第 21 条第２項に規定する学校栄養職員の職名及びその職務は、次の表

のとおりとする。 

（その他職員） 

第25条の３ 第21条第２項に規定により置くことができるその他職員の職名及び職

務は、次の表のとおりとする。 

職名 職   務 

主任 高度の専門技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。 

主幹 上司の命を受け、特定の技術に従事する。 

主査 上司の命を受け、高度の技術に従事する。 

主事 上司の命を受け、技術に従事する。 

職 名 職   務 

医療的ケア看護職

員 

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人

工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をい

う。）を受けることが不可欠である児童等の療養上の世話又は

診療の補助を行う。 

スクールカウンセ

ラー 

児童等の心理に関する支援を行う。 

スクールソーシャ

ルワーカー 

児童等の福祉に関する支援を行う。 
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 第 26 条を次のように改める。 

（職員会議） 

第 26 条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。 

２ 職員会議は、校長が主宰する。 

３ 前２項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。 

第 29 条第３項中「応じて教育活動の計画及び実施、学校と地域社会の連携の進め

方等、校長の行う」を「応じ、」に、「関して、意見を述べ、助言を行う」を「関し意

見を述べることができる」に改め、同条第４項中「前２項」を「前３項」に改め、「規

則で」を削る。 

第 30 条第１項中「基づいて」を「基づき」に改め、同条第３項中「その結果を、」

を「、その結果を」に改める。 

第 31 条第１項中「速やかに」を「７日以内に」に改め、後段を削り、同条中第３

項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 校長は、予定の所属職員が全員赴任したときは、速やかに教育委員会に報告する

ものとする。 

 第 34 条中「自らが」を「自ら」に改める。 

第 35 条及び第 36 条を次のように改める。 

（週休日及び勤務時間の割振り等） 

第 35 条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて教育委員

会が行う。週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更を行う場合も、同様とする。 

２ 休日の代休日の指定は、教育委員会が行う。 

（休暇） 

第 36 条 職員の休暇は、教育委員会が承認する。ただし、引き続き６日以上にわた

る校長の休暇以外は、校長が承認することができる。 

２ 引き続き１か月以上にわたる休暇については、あらかじめ教育委員会の指示を受

けるものとする。 

第 39 条第１項中「次の各号に掲げる時間の上限の範囲内」を「次に掲げる時間の

範囲内」に改め、同条第２項中「児童生徒等」を「児童等」に、「次の各号に掲げる

時間の上限の範囲内」を「次に掲げる時間の範囲内」に改める。 

第 40 条中「校長は、必要に応じて」を「学校に」に改める。 

第 41 条中「校長は、必要に応じて」を「学校に」に改め、同条第２項を削る。 

第 43 条を次のように改める。 

（学校予算の要望） 

情報通信技術支援

員 

教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関

する支援を行う。 

特別支援教育支援

員 

教育上特別の支援を必要とする児童等の学習上又は生活上必

要な支援を行う。 

教員業務支援員 教員の業務の円滑な実施に必要な支援を行う。 

放課後学習支援員 放課後及び長期休業中における補充学習の支援を行う 

30



第 43 条 校長は、自校の本年度及び次年度の予算について、別に定める様式により

教育委員会に要望するものとする。 

２ 前項の要望は、教育委員会が定める日までに行うものとする。 

第 44 条第１項中「学校予算要望書を尊重しつつ」を「予算要望を尊重するととも

に」に、「各学校の配当予算要望書」を「学校配当予算」に改め、同条第２項中「予

算要望書の編成に際しては」を「予算の編成に当たっては」に改める。 

第 45 条の見出し中「予算」を「配当予算」に改め、同条中「学校配当予算執行計

画を策定し」を「学校配当予算の執行計画を作成し」に改める。 

第 46 条の見出し中「予算」を「配当予算」に改め、同条第１項中「の範囲内で、

学校予算を執行」を「を執行するとともに、学校の財務事務を統括」に改め、同条第

２項及び第３項を削り、第４項を第２項とする。 

第 47 条の見出しを「校長の専決」に改める。 

第 50 条及び第 51 条を次のように改める。 

（施設、設備等の管理） 

第 50 条 校長は、学校の施設、設備等（備品を含む。以下「施設等」という。）の管

理を統括するものとする。 

２ 校長は、施設等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。 

３ 校長は、毎年度当初に施設等の管理に関する計画を作成しなければならない。 

第 51 条 削除 

第 52 条第２項中「教育長が」を削る。 

第 53 条第１項を次のように改める。 

 施設等が亡失又はき損した場合は、校長は速やかに教育委員会に報告し、その指

示を受けなければならない。 

第 57 条第１項中「当初に」の次に「防火責任者を定めるとともに、」を加え、「定

め」を「作成し」に改める。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 （四万十町立学校事務職員の職の設置に関する規則の廃止） 

２ 四万十町立学校事務職員の職の設置に関する規則（平成 18 年教育委員会規則第

14 号）は、廃止する。 
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1
/
1
3
 

四
万

十
町
立

学
校
管

理
運
営
規

則
の

一
部

を
改
正

す
る
規
則

新
旧

対
照

表
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

○
四

万
十

町
立

学
校

管
理

運
営

規
則

 
○

四
万

十
町

立
学

校
管

理
運

営
規

則
 

平
成

1
8
年

３
月

2
0
日

教
育

委
員

会
規

則
第

1
8
号

平
成

1
8
年

３
月

2
0
日

教
育

委
員

会
規

則
第

1
8
号

目
次

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

目
次

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

第
１

章
 

総
則

（
第

１
条

・
第

２
条

）
 

第
１

章
 

総
則

（
第

１
条

・
第

２
条

）
 

第
１

章
 

総
則

 
第

１
章

 
総

則
 

（
趣

旨
）

 
（

目
的

）
 

第
１

条
 

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
(
昭

和
3
1
年

法
律

第
1
6
2
号

)
第

3
3
条

の
規

定
に

基

づ
く

四
万

十
町

立
小

学
校

及
び

中
学

校
（

以
下

「
学

校
」

と
い

う
。

）
の

管
理

運
営

の
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

は
、

別
に

定
め

の
あ

る
も

の
を

除
き

、
こ

の
規

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

第
１

条
 

こ
の

規
則

は
、
四

万
十

町
教

育
委

員
会
（

以
下
「

教
育

委
員

会
」
と

い
う

。
）
と

四
万

十
町
立

小
学

校
及

び
中

学
校

（
以

下
「

学
校

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
そ

の
権

限
及

び
責

任
関

係
を

明
ら

か
に

し
、

も
っ

て
学

校
の

自
主

性
、

自
立

性
に

基
づ

く
適

切
な

学
校

の
管

理
運

営
を

期
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

（
管

理
運

営
の

基
本

原
則

）
 

（
管

理
運

営
の

基
本

原
則

）
 

第
２

条
 

四
万

十
町

教
育

委
員

会
（

以
下
「

教
育

委
員

会
」
と

い
う

。
）
及

び
学

校
は

、
児

童
又

は
生

徒
（

以

下
「

児
童

等
」
と

い
う

。
）
の

学
習

の
保

障
及

び
保

護
者

、
地

域
住

民
等
（

以
下
「

保
護

者
等

」
と

い
う

。
）

か
ら

信
頼

さ
れ

る
学

校
を

目
標

と
し

て
そ

の
管

理
運

営
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
２

条
 

教
育

委
員

会
及

び
学

校
は

、
保

護
者

、
町

民
及

び
地

域
住

民
（

以
下
「

保
護

者
等

」
と

い
う

。
）
の

要
求

に
応

え
、

か
つ

、
児

童
又

は
生

徒
（

以
下

「
児

童
等

」
と

い
う

。
）

の
学

習
を

保
障

す
る

学
校

づ
く

り
を

目
標

と
し

て
そ

の
管

理
運

営
に

努
力

す
る

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
 

第
２

章
 

教
育

活
動

・
教

育
課

程
 

第
２

章
 

教
育

活
動

・
教

育
課

程
 

（
教

育
課

程
の

編
成

）
 

（
教

育
課

程
の

編
成

）
 

第
３

条
 

教
育

課
程

は
、
学

習
指

導
要

領
の

定
め

る
基

準
に

よ
り

、
学

年
別

に
各

教
科

、
道

徳
、
特

別
活

動
及

び
総

合
的

な
学

習
の

時
間

に
よ

っ
て

校
長

が
編

成
す

る
。

 

第
３

条
 

学
校

の
教

育
課

程
は

、
学

習
指

導
要

領
と

教
育

委
員

会
の

定
め

る
基

準
に

従
い

、
か

つ
、
各

学
校

の

児
童

等
及

び
地

域
の

実
態

等
を

踏
ま

え
て

、
校

長
が

所
属

職
員

の
協

力
を

得
て

編
成

す
る

。
 

２
 

教
育

委
員

会
は

、
教

育
課

程
の

編
成

に
当

た
っ

て
は

、
各

学
校

の
児

童
等

及
び

地
域

の
実

態
、
教

育
課

題

等
に

配
慮

し
、

学
校

の
求

め
に

応
じ

て
、

専
門

的
な

支
援

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

校
長

が
教

育
課

程
を

編
成

す
る

に
際

し
て

、
教

育
委

員
会

は
、
各

学
校

の
児

童
等

及
び

地
域

の
実

態
、
教

育
課

題
等

に
配

慮
し

、
学

校
の

求
め

に
応

じ
て

、
専

門
的

な
支

援
を

行
う

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

校
長

は
、
編

成
し

た
教
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課

程
に

つ
い
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、
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護
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等
の

求
め

に
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じ
、
こ

れ
を

説
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し
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け
れ

ば
な
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な
い

。
 

３
 

校
長

は
、
編

成
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育
課

程
に

つ
い
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護
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等
の

求
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、
こ

れ
を
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し
な

け
れ

ば
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な
い

。
 

４
 

校
長

は
、
編

成
し

た
教

育
課

程
を

、
毎

学
年

の
始

め
に

教
育

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
変

更
し

た
場

合
も

、
同

様
と

す
る

。
 

４
 

校
長

は
、
編

成
し

た
教

育
課

程
の

う
ち

別
に

定
め

る
事

項
を

、
教

育
委

員
会

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

届
出

後
、

変
更

し
た

場
合

も
、

同
様

と
す

る
。

 

（
学

校
要

覧
の

編
成

）
 

（
学

校
要

覧
の

編
成

）
 

第
４

条
 

校
長

は
、
毎

学
年

の
始

め
に

教
育

方
針

、
教

育
計

画
の

大
要

そ
の

他
学

校
の

管
理

運
営

に
関

す
る

事

項
を

定
め

学
校

要
覧

に
記

載
し

、
教

育
委

員
会

が
定

め
る

日
ま

で
に

教
育

委
員

会
に

提
出

す
る

も
の

と
す

第
４

条
 

校
長

は
、
毎

学
年

の
始

め
に

教
育

方
針

、
教

育
計

画
の

大
要

そ
の

他
学

校
の

管
理

運
営

に
関

す
る

事

項
等

を
記

載
し

た
学

校
要

覧
を

作
成

し
、

教
育

委
員

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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1
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改
正

後
 

改
正

前
 

る
。

 

２
 

学
校

要
覧

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

学
校

要
覧

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
 

学
校

沿
革

の
概

要
 

(
１

)
 

学
校

沿
革

の
概

要
 

(
２

)
 

教
育

方
針

 
(
２

)
 

教
育

方
針

 

(
３

)
 

そ
の

年
度

の
教

育
重

点
目

標
 

(
３

)
 

そ
の

年
度

の
教

育
重

点
目

標
 

(
４

)
 

教
育

課
程

表
 

(
４

)
 

教
育

課
程

表
 

(
５

)
 

特
別

活
動

の
組

織
及

び
運

営
 

(
５

)
 

特
別

活
動

の
組

織
及

び
運

営
 

(
６

)
 

日
課

表
及

び
週

計
画

表
 

(
６

)
 

日
課

表
及

び
週

計
画

表
 

(
７

)
 

重
要

な
年

間
の

行
事

予
定

 
(
７

)
 

重
要

な
年

間
の

行
事

予
定

 

(
８

)
 

学
校

の
運

営
機

構
及

び
校

務
分

掌
 

(
８

)
 

学
校

の
運

営
機

構
及

び
校

務
分

掌
 

(
９

)
 

職
員

の
週

休
日

、
勤

務
時

間
の

割
振

り
等

に
関

す
る

規
定

 
(
９

)
 

職
員

の
週

休
日

、
勤

務
時

間
の

割
振

り
等

に
関

す
る

規
定

 

(
1
0
)
 

そ
の

他
校

長
が

必
要

と
認

め
る

事
項

 
(
1
0
)
 

そ
の

他
校

長
が

必
要

と
認

め
る

事
項

 

第
５

条
 

～
 

第
７

条
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

５
条

 
～

 
第

７
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 
 

（
学

期
）

 
（

学
期

）
 

第
８

条
 

学
校

の
学

期
は

、
３

学
期

制
と

し
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

第
８

条
 

学
校

の
学

期
は

、
３

学
期

制
と

し
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
 

第
１

学
期

 
４

月
１

日
か

ら
７

月
3
1
日

ま
で

 
(
１

)
 

第
１

学
期

 
４

月
１

日
か

ら
７

月
3
1
日

ま
で

 

(
２

)
 

第
２

学
期

 
８

月
１

日
か

ら
1
2
月

3
1
日

ま
で

 
(
２

)
 

第
２

学
期

 
８

月
１

日
か

ら
1
2
月

3
1
日

ま
で

 

(
３

)
 

第
３

学
期

 
１

月
１

日
か

ら
３

月
3
1
日

ま
で

 
(
３

)
 

第
３

学
期

 
１

月
１

日
か

ら
３

月
3
1
日

ま
で

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
教

育
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
教

育
委

員
会

は
、
別

に
学

期
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
校

長
の

申
し

出
に

応
じ

て
教

育
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
教

育

委
員

会
は

、
別

に
学

期
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
休

業
日

）
 

（
休

業
日

）
 

第
９

条
 

・
 

第
1
0
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

９
条

 
・

 
第

1
0
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 

第
３

章
 

児
童

・
生

徒
 

第
３

章
 

児
童

・
生

徒
 

（
指

導
要

録
等

の
様

式
）

 
（

指
導

要
録

等
の

様
式

）
 

第
1
1
条

 
学

校
教

育
法

施
行

規
則
（

昭
和

2
2
年

文
部

省
令

第
1
1
号

。
以

下
「

省
令

」
と

い
う

。
）
第

2
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

児
童

等
の

指
導

要
録

の
様

式
は

、
教

育
委

員
会

が
定

め
る

。
 

第
1
1
条

 
学

校
教

育
法

施
行

規
則
（

昭
和

2
2
年

文
部

省
令

第
1
1
号

。
以

下
「

省
令

」
と

い
う

。
）
第

2
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

児
童

等
の

指
導

要
録

の
様

式
は

、
教

育
委

員
会

が
定

め
る

。
 

２
 

省
令

第
2
5
条

に
規

定
す

る
出

席
簿

の
様

式
は

、
教

育
委

員
会

が
定

め
る

。
 

２
 

省
令

第
2
5
条

に
規

定
す

る
出

席
簿

の
様

式
は

、
教

育
委

員
会

が
定

め
る

。
 

３
 

省
令

第
5
8
条
（

第
7
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
に

規
定

す
る

卒
業

証
書

の
様

式
は

、
教

育
３

 
省

令
第

5
8
条
（

第
7
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
に

規
定

す
る

卒
業

証
書

の
様

式
は

、
教

育

33



3
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

委
員

会
が

定
め

る
。

 
委

員
会

が
定

め
る

。
 

 
４

 
教

育
委

員
会

は
、
前

３
項

の
様

式
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

は
、
あ

ら
か

じ
め

校
長

の
意

見
を

聴
く

も
の

と

す
る

。
 

（
指

導
要

録
の

写
し

の
送

付
）

 
（

指
導

要
録

の
写

し
の

送
付

）
 

第
1
2
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

1
2
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 

（
性

行
不

良
に

よ
る

出
席

停
止

）
 

（
性

行
不

良
に

よ
る

出
席

停
止

）
 

第
1
3
条

 
校

長
は

、
児

童
等

が
次

に
掲

げ
る

行
為

を
行

い
、
学

校
に

お
け

る
授

業
そ

の
他

の
教

育
活

動
の

正
常

な
実

施
が

妨
げ

ら
れ

て
い

る
状

況
に

あ
る

と
き

は
、

教
育

委
員

会
に

出
席

停
止

に
つ

い
て

の
意

見
を

申
し

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
1
3
条

 
校

長
は

、
児

童
等

が
次

に
掲

げ
る

行
為

を
行

い
、
学

校
に

お
け

る
授

業
そ

の
他

の
教

育
活

動
の

正
常

な
実

施
が

妨
げ

ら
れ

て
い

る
状

況
に

あ
る

と
き

は
、

教
育

委
員

会
に

出
席

停
止

に
つ

い
て

の
意

見
を

申
し

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
１

)
 

他
の

児
童

等
に

傷
害

、
心

身
の

苦
痛

又
は

財
産

上
の

損
失

を
与

え
る

行
為

 
(
１

)
 

他
の

児
童

等
に

傷
害

、
心

身
の

苦
痛

又
は

財
産

上
の

損
失

を
与

え
る

行
為

 

(
２

)
 

職
員

に
傷

害
又

は
心

身
の

苦
痛

を
与

え
る

行
為

 
(
２

)
 

職
員

に
傷

害
又

は
心

身
の

苦
痛

を
与

え
る

行
為

 

(
３

)
 

学
校

の
施

設
又

は
設

備
を

損
壊

す
る

行
為

 
(
３

)
 

学
校

の
施

設
又

は
設

備
を

損
壊

す
る

行
為

 

(
４

)
 

授
業

そ
の

他
の

教
育

活
動

の
実

施
を

妨
げ

る
行

為
 

(
４

)
 

授
業

そ
の

他
の

教
育

活
動

の
実

施
を

妨
げ

る
行

為
 

２
 

教
育

委
員

会
は

、
出

席
停

止
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
校

長
の

意
見

を
尊

重
す

る
と

と
も

に
、
あ

ら
か

じ

め
保

護
者

及
び

必
要

に
応

じ
て

当
該

児
童

等
の

指
導

に
関

与
し

た
関

係
機

関
か

ら
意

見
聴

取
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

２
 

教
育

委
員

会
は

、
出

席
停

止
の

適
用

の
決

定
に

当
た

っ
て

は
、
校

長
の

意
見

を
尊

重
す

る
と

と
も

に
、
あ

ら
か

じ
め

保
護

者
等

及
び

必
要

に
応

じ
て

当
該

児
童

等
の

指
導

に
関

与
し

た
関

係
機

関
か

ら
意

見
聴

取
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

３
 

前
項

の
意

見
聴

取
は

、
教

育
長

が
指

名
し

た
事

務
局

職
員

又
は

当
該

児
童

等
が

在
籍

す
る

学
校

の
校

長
が

行
う

も
の

と
す

る
。

 

３
 

前
項

の
意

見
聴

取
は

、
教

育
長

が
指

名
し

た
事

務
局

職
員

又
は

当
該

児
童

等
が

在
籍

す
る

学
校

の
校

長
が

行
う

も
の

と
す

る
。

 

４
 

教
育

委
員

会
は

、
出

席
停

止
を

命
じ

よ
う

と
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
出

席
停

止
に

係
る

児
童

等
の

行
為

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
児

童
等

又
は

そ
の

保
護

者
か

ら
事

情
を

聴
取

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

教
育

委
員

会
は

、
出

席
停

止
を

命
じ

よ
う

と
す

る
場

合
に

お
い

て
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
出

席
停

止
に

係
る

児
童

等
の

行
為

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
児

童
等

又
は

そ
の

保
護

者
か

ら
事

情
を

聴
取

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
1
4
条

 
出

席
停

止
を

命
ず

る
場

合
に

は
、

教
育

委
員

会
は

、
児

童
等

の
氏

名
、

学
校

名
、

保
護

者
の

氏
名

、

命
令

者
で

あ
る

教
育

委
員

会
名

、
命

令
年

月
日

、
出

席
停

止
の

期
間

、
出

席
停

止
の

理
由

等
を

記
載

し
た

文
書

を
保

護
者

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
1
4
条

 
出

席
停

止
を

命
ず

る
場

合
に

は
、

教
育

委
員

会
は

、
児

童
等

の
氏

名
、

学
校

名
、

保
護

者
の

氏
名

、

命
令

者
で

あ
る

教
育

委
員

会
名

、
命

令
年

月
日

、
出

席
停

止
の

期
間

、
出

席
停

止
の

理
由

等
を

記
載

し
た

文
書

を
保

護
者

に
交

付
し

て
行

な
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
出

席
停

止
の

期
間

は
、

で
き

る
限

り
短

い
期

間
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
２

 
前

項
に

規
定

す
る

出
席

停
止

の
期

間
は

、
で

き
る

限
り

短
い

期
間

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

教
育

委
員

会
は

、
出

席
停

止
の

命
令

に
係

る
児

童
等

の
出

席
停

止
の

期
間

に
お

け
る

学
習

に
対

す
る

支
援

そ
の

他
の

教
育

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

教
育

委
員

会
は

、
出

席
停

止
の

命
令

に
係

る
児

童
等

の
出

席
停

止
の

期
間

に
お

け
る

学
習

に
対

す
る

支
援

そ
の

他
の

教
育

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
1
5
条

 
校

長
は

、
出

席
停

止
の

命
令

に
係

る
児

童
等

に
つ

い
て

出
席

停
止

を
解

除
す

る
こ

と
が

適
当

と
認

め
第

1
5
条

 
校

長
は

、
出

席
停

止
の

命
令

に
係

る
児

童
等

に
つ

い
て

出
席

停
止

を
解

除
す

る
こ

と
が

適
当

と
認

め
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4
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

る
と

き
は

、
速

や
か

に
そ

の
理

由
を

記
載

し
た

書
面

に
よ

っ
て

教
育

委
員

会
に

申
し

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

る
と

き
は

、
速

や
か

に
そ

の
理

由
を

記
載

し
た

書
面

に
よ

っ
て

教
育

委
員

会
に

申
し

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

教
育

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
に

係
る

児
童

等
に

つ
い

て
、
出

席
停

止
を

命
ず

る
理

由
が

な

く
な

っ
た

と
認

め
る

と
き

は
、

出
席

停
止

の
命

令
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

教
育

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

受
け

て
、
出

席
停

止
を

命
じ

た
期

間
中

に
当

該
児

童
等

の

状
況

に
よ

り
出

席
停

止
を

命
ず

る
理

由
が

な
く

な
っ

た
と

認
め

る
と

き
は

、
出

席
停

止
の

命
令

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
学

校
復

帰
後

の
指

導
）

 
（

学
校

復
帰

後
の

指
導

）
 

第
1
6
条

 
学

校
は

、
出

席
停

止
の

期
間

が
終

了
し

た
児

童
等

に
対

し
、
適

切
な

指
導

を
継

続
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
1
6
条

 
出

席
停

止
の

期
間

終
了

後
、
学

校
は

保
護

者
や

関
係

機
関

と
の

連
携

を
強

め
る

な
ど

、
適

切
な

指
導

を
継

続
し

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
1
7
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
 

第
1
7
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
 

（
懲

戒
）

 

第
1
7
条

の
２

 
学

校
教

育
法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
第

1
1
条

の
規

定
に

基
づ

き
行

っ
た

児
童

等
に

対
す

る

懲
戒

処
分

の
う

ち
、

重
要

又
は

異
例

な
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

の
学

年
、

氏
名

、
保

護
者

氏
名

、
住

所
、

事
由

及
び

処
置

を
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

第
1
8
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
 

第
1
8
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
 

（
児

童
等

の
最

善
の

利
益

の
考

慮
）

 
（

児
童

の
最

善
の

利
益

の
考

慮
）

 

第
1
9
条

 
第

1
4
条

及
び

第
1
7
条

か
ら

前
条

ま
で

に
規

定
す

る
措

置
を

と
る

に
当

た
っ

て
は

、
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約

（
平

成
６

年
条

約
第

２
号

）
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
児

童
等

の
最

善
の

利
益

が
主

と
し

て
考

慮
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

第
1
9
条

 
第

1
4
条

、
第

1
7
条

又
は

前
条

に
規

定
す

る
措

置
を

と
る

に
当

た
っ

て
は

、
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条

約
（

平
成

６
年

条
約

第
２

号
）

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

児
童

の
最

善
の

利
益

が
主

と
し

て
考

慮
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
児

童
等

に
よ

る
意

見
の

表
明

）
 

（
児

童
等

に
よ

る
意

見
の

表
明

）
 

第
2
0
条

 
校

長
は

、
児

童
等

の
教

育
上

の
措

置
に

つ
い

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、
そ

の
児

童
等

が
意

見
を

表
明

す
る

機
会

を
確

保
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
2
0
条

 
前

条
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
校

長
は

、
児

童
等

の
教

育
上

の
措

置
に

つ
い

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と

き
は

、
そ

の
児

童
等

が
意

見
を

表
明

す
る

機
会

を
確

保
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
児

童
等

の
意

見
は

、
そ

の
年

齢
及

び
成

熟
度

に
従

っ
て

相
応

に
考

慮
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 
２

 
前

項
の

児
童

等
の

意
見

は
、

そ
の

年
齢

及
び

成
熟

度
に

従
っ

て
相

応
に

考
慮

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

第
４

章
 

組
織

編
制

 
第

４
章

 
組

織
編

制
 

（
職

員
）

 
（

職
員

）
 

第
2
1
条

 
学

校
に

、
校

長
、
教

頭
、
教

諭
、
養

護
教

諭
及

び
事

務
職
員

を
置

く
。
た

だ
し

、
児

童
等

の
数
に

よ

り
教

頭
、

養
護

教
諭

及
び

事
務

職
員

を
置

か
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

第
2
1
条

 
学

校
に

、
校

長
、
教

頭
、
教

諭
、
養

護
教

諭
及

び
事

務
職

員
を

置
く

。
た

だ
し

、
児

童
・
生

徒
数

に

よ
り

教
頭

、
養

護
教

諭
及

び
事

務
職

員
を

置
か

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
職

員
の

ほ
か

、
学

校
に

主
幹

教
諭

、
指

導
教

諭
、
栄

養
教

諭
、
講

師
、
学

校
栄

養
職

員
そ

の
他

必

要
な

職
員

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
職

員
の

ほ
か

、
学

校
に

主
幹

教
諭

、
指

導
教

諭
、
栄

養
教

諭
、
講

師
、
学

校
栄

養
職

員
を

置
く

こ

と
が

で
き

る
。
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5
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
学

級
編

制
）

 
（

学
級

編
制

）
 

第
2
1
条

の
２

 
教

育
委

員
会

は
、
高

知
県
教

育
委

員
会

の
定

め
る

基
準

に
よ

り
、
学

級
を

編
制
す

る
も

の
と

す

る
。

 

第
2
1
条

の
２

 
校

長
は

、
教

育
委

員
会

の
定

め
る

基
準

に
よ

り
、
学

級
を

編
制

し
、
学

級
担

任
を

命
ず

る
こ

と

が
で

き
る

。
 

２
 

校
長

は
、
前

項
の

学
級

編
制

に
つ

い
て

、
授

業
及

び
教

育
指

導
の

形
態

に
応

じ
教

育
委

員
会

の
意

見
を

聴

い
て

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

校
長

は
、
前

項
の

学
級

編
制

に
つ

い
て

、
授

業
や

教
育

指
導

の
形

態
に

応
じ

教
育

委
員

会
の

意
見

を
聴

い

て
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

校
長

は
、

学
級

編
制

を
変

更
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

校
長

は
、

学
級

を
編

制
又

は
変

更
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に
届

け
出

る
も

の
と

す
る

。
 

（
事

務
職

員
の

職
名

及
び

職
務

等
）

 
 

第
2
1
条

の
３

 
第

2
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

事
務

職
員

の
職

名
及

び
そ

の
職

務
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 
 

職
名

 
職

務
 

事
務

長
 

担
任

の
事

務
を

掌
理

し
、

当
該

事
務

を
所

掌
す

る
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

総
括

主
任

 
担

任
の

事
務

を
掌

理
し

、
当

該
事

務
を

所
掌

す
る

職
員

を
指

揮
監

督
す

る
。

 

主
任

 
高

度
の

専
門

的
事

務
を

つ
か

さ
ど

り
、

当
該

事
務

を
所

掌
す

る
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

主
幹

 
上

司
の

命
を

受
け

、
特

定
の

事
務

を
つ

か
さ

ど
る

。
 

主
査

 
上

司
の

命
を

受
け

、
高

度
の

事
務

を
つ

か
さ

ど
る

。
 

主
事

 
上

司
の

命
を

受
け

、
事

務
を

つ
か

さ
ど

る
。

 

 

２
 

教
育

委
員

会
が

任
用

す
る

事
務

職
員

の
職

務
は

、
前

項
に

規
定

す
る

主
事

の
職

務
と

す
る

。
 

 

３
 

教
育

長
は

、
事

務
職

員
の

校
務

運
営

へ
の

参
画

の
促

進
等

を
図

る
た

め
、
標

準
的

な
職

務
の

内
容

、
そ

の

他
事

務
職

員
の

職
務

の
遂

行
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
校

務
分

掌
）

 
（

校
務

分
掌

）
 

第
2
2
条

 
校

長
は

、
毎

学
年

の
始

め
に

校
務

の
処

理
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
事

項
を

定
め

、
学

校
の

管
理

運

営
を

能
率

的
か

つ
合

理
的

に
行

う
も

の
と

す
る

。
 

第
2
2
条

 
校

長
は

、
所

属
職

員
を

も
っ

て
校

務
を

分
掌

さ
せ

る
。

 

２
 

校
長

は
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
校

務
の

分
掌

を
所

属
職

員
に

命
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

校
長

は
、

校
務

分
掌

に
関

す
る

規
程

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
教

務
主

任
等

）
 

（
研

究
主

任
及

び
人

権
教

育
主

任
）

 

第
2
3
条

 
学

校
に

、
教

務
主

任
、
学

年
主

任
、
研

究
主

任
及

び
保

健
主

事
を

置
く

。
た

だ
し

、
特

別
の

事
情

の

あ
る

と
き

は
、

教
務

主
任

、
学

年
主

任
又

は
保

健
主

事
を

置
か

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
2
3
条

 
小

学
校

に
、
省

令
第

4
7
条

の
規

定
に

よ
り

、
研

究
主

任
及

び
人

権
教

育
主

任
を

置
く

。
た

だ
し

、
特

別
の

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

研
究

主
任

及
び

人
権

教
育

主
任

を
置

か
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
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6
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

２
 

教
務

主
任

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
教

育
計

画
の

立
案

そ
の

他
の

教
務

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

連
絡

調
整

並
び

に
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

 

３
 

学
年

主
任

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
当

該
学

年
の

教
育

活
動

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

連
絡

調
整

並
び

に
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

 

４
 

研
究

主
任

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
研

究
計

画
の

立
案

そ
の

他
の

研
究

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

連
絡

調
整

並
び

に
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

２
 

研
究

主
任

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
研

究
計

画
の

立
案

そ
の

他
研

究
に

関
す

る
連

絡
調

整
、
指

導
及

び

助
言

に
当

た
る

。
 

５
 

保
健

主
事

は
、

校
長

の
監

督
を

受
け

、
学

校
に

お
け

る
保

健
に

関
す

る
事

項
の

管
理

に
当

た
る

。
 

３
 

人
権

教
育

主
任

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
人

権
教

育
を

推
進

す
る

た
め

の
企

画
そ

の
他

人
権

教
育

に
関

す
る

校
務

を
つ

か
さ

ど
り

、
そ

の
事

項
に

つ
い

て
の

連
絡

調
整

、
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

６
 

教
務

主
任

、
学

年
主

任
及

び
研

究
主

任
は

当
該

学
校

の
指

導
教

諭
又

は
教

諭
の

中
か

ら
、
保

健
主

事
は

当

該
学

校
の

指
導

教
諭

、
教

諭
又

は
養

護
教

諭
の

中
か

ら
、

校
長

が
命

じ
、

教
育

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

 
３

 
人

権
教

育
主

任
は

、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
人

権
教

育
を

推
進

す
る

た
め

の
企

画
そ

の
他

人
権

教
育

に
関

す
る

校
務

を
つ

か
さ

ど
り

、
そ

の
事

項
に

つ
い

て
の

連
絡

調
整

、
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

（
生

徒
指

導
主

事
及

び
進

路
指

導
主

事
）

 
 

 

第
2
3
条

の
２

 
中

学
校

に
、
生

徒
指

導
主

事
及

び
進

路
指

導
主

事
を

置
く

。
た

だ
し

、
特

別
の

事
情

の
あ

る
と

き
は

、
生

徒
指

導
主

事
又

は
進

路
指

導
主

事
を

置
か

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

２
 

生
徒

指
導

主
事

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
生

徒
指

導
に

関
す

る
事

項
を

つ
か

さ
ど

り
、
当

該
事

項
に

つ

い
て

連
絡

調
整

並
び

に
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

 

３
 

進
路

指
導

主
事

は
、

校
長

の
監

督
を

受
け

、
生

徒
の

職
業

選
択

の
指

導
に

関
す

る
事

項
を

つ
か

さ
ど

り
、

当
該

事
項

に
つ

い
て

連
絡

調
整

並
び

に
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

 

４
 

生
徒

指
導

主
事

及
び

進
路

指
導

主
事

は
、

当
該

学
校

の
指

導
教

諭
又

は
教

諭
の

中
か

ら
、

校
長

が
命

じ
、

教
育

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
事

務
主

任
）

 
 

第
2
3
条

の
３

 
学

校
に

、
事

務
主

任
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

２
 

事
務

主
任

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
事

務
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
連

絡
調

整
並

び
に

指
導

及
び

助
言

に
当

た
る

。
 

 

３
 

事
務

主
任

は
、

当
該

学
校

の
事

務
職

員
の

中
か

ら
、

教
育

委
員

会
が

命
ず

る
。

 
 

（
人

権
教

育
主

任
）
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7
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
2
4
条

 
学

校
に

、
人

権
教

育
主

任
を

置
く

。
た

だ
し

、
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

き
は

、
こ

れ
を

置
か

な
い

こ

と
が

で
き

る
。

 

第
2
4
条

 
中

学
校

に
、
省

令
第

7
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
4
7
条

の
規

定
に

よ
り

、
研

究
主

任
及

び
人

権
教

育

主
任

を
置

く
。

た
だ

し
、

特
別

の
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、
研

究
主

任
及

び
人

権
教

育
主

任
を

置
か

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

人
権

教
育

主
任

は
、
校

長
の

監
督

を
受

け
、
人

権
教

育
を

推
進

す
る

た
め

の
企

画
そ

の
他

の
人

権
教

育
に

関
す

る
校

務
を

つ
か

さ
ど

り
、

当
該

事
項

に
つ

い
て

連
絡

調
整

並
び

に
指

導
及

び
助

言
に

当
た

る
。

 

 

３
 

人
権

教
育

主
任

は
、
当

該
学

校
の

指
導

教
諭

又
は

教
諭

の
中

か
ら

、
校

長
が

命
じ

、
教

育
委

員
会

に
報

告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
は

、
同

条
に

、
こ

れ
を

準
用

す
る

。
 

（
そ

の
他

の
主

任
等

）
 

（
そ

の
他

の
主

任
）

 

第
2
5
条

 
学

校
に

、
第

2
3
条

か
ら

前
条

ま
で

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
に

応
じ

、
校

務
を

分
担

す
る

主

任
等

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

第
2
5
条

 
校

長
は

、
前

２
条

に
規

定
す

る
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
て

、
他

の
主

任
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
主

任
等

は
、

校
長

が
命

じ
、

教
育

委
員

会
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 
２

 
前

項
に

規
定

す
る

主
任

は
、

校
長

が
任

命
し

、
教

育
委

員
会

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
学

校
栄

養
職

員
)
 

 

第
2
5
条

の
２

 
第

2
1
条

第
２

項
に

規
定

す
る

学
校

栄
養

職
員

の
職

名
及

び
そ

の
職

務
は

、
次

の
表

の
と

お
り

と

す
る

。
 

 

 

職
名

 
職

務
 

主
任

 
高

度
の

専
門

技
術

に
従

事
し

、
当

該
技

術
を

所
掌

す
る

職
員

を
指

揮
監

督
す

る
。

 

主
幹

 
上

司
の

命
を

受
け

、
特

定
の

技
術

に
従

事
す

る
。

 

主
査

 
上

司
の

命
を

受
け

、
高

度
の

技
術

に
従

事
す

る
。

 

主
事

 
上

司
の

命
を

受
け

、
技

術
に

従
事

す
る

。
 

 

 
（

そ
の

他
職

員
）

 
 

第
2
5
条

の
３

 
第

2
1
条

第
２

項
に

規
定

に
よ

り
置

く
こ

と
が

で
き

る
そ

の
他

職
員

の
職

名
及

び
職

務
は

、
次

の

表
の

と
お

り
と

す
る

。
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8
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 

職
名

 
職

務
 

医
療

的
ケ

ア
看

護
職

員
 

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
営

む
た

め
に

恒
常

的
に

医
療

的
ケ

ア
（

人
工

呼
吸

器
に

よ
る

呼
吸

管
理

、
喀

痰
吸

引
そ

の
他

の
医

療

行
為

を
い

う
。
）
を

受
け

る
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
る

児
童

等
の

療

養
上

の
世

話
又

は
診

療
の

補
助

を
行

う
。

 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

 
児

童
等

の
心

理
に

関
す

る
支

援
を

行
う

。
 

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
 

児
童

等
の

福
祉

に
関

す
る

支
援

を
行

う
。

 

情
報

通
信

技
術

支
援

員
 

教
育

活
動

そ
の

他
の

学
校

運
営

に
お

け
る

情
報

通
信

技
術

の
活

用
に

関
す

る
支

援
を

行
う

。
 

特
別

支
援

教
育

支
援

員
 

教
育

上
特

別
の

支
援

を
必

要
と

す
る

児
童

等
の

学
習

上
又

は
生

活
上

必
要

な
支

援
を

行
う

。
 

教
員

業
務

支
援

員
 

教
員

の
業

務
の

円
滑

な
実

施
に

必
要

な
支

援
を

行
う

。
 

放
課

後
学

習
支

援
員

 
放

課
後

及
び

長
期

休
業

中
に

お
け

る
補

充
学

習
の

支
援

を
行

う
 

 

（
職

員
会

議
）

 
（

職
員

会
議

）
 

第
2
6
条

 
学

校
に

、
校

長
の

職
務

の
円

滑
な

執
行

に
資

す
る

た
め

、
職

員
会

議
を

置
く

。
 

第
2
6
条

 
学

校
に

、
職

員
会

議
を

置
き

、
校

長
が

こ
れ

を
主

宰
す

る
。

 

２
 

職
員

会
議

は
、

校
長

が
主

宰
す

る
。

 
 

３
 

前
２

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
職

員
会

議
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

は
、

校
長

が
定

め
る

。
 

２
 

職
員

会
議

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
は

、
校

長
が

定
め

る
。

 

第
2
7
条

 
・

 
第

2
8
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

2
7
条

 
・

 
第

2
8
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 

（
学

校
評

議
員

）
 

（
学

校
評

議
員

）
 

第
2
9
条

 
学

校
に

、
学

校
評

議
員

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 
第

2
9
条

 
学

校
に

、
学

校
評

議
員

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

学
校

評
議

員
は

、
保

護
者

等
及

び
有

識
者

の
う

ち
か

ら
校

長
が

推
薦

し
、

教
育

委
員

会
が

委
嘱

す
る

。
 
２

 
学

校
評

議
員

は
、

保
護

者
等

及
び

有
識

者
の

う
ち

か
ら

校
長

が
推

薦
し

、
教

育
委

員
会

が
委

嘱
す

る
。

 

３
 

学
校

評
議

員
は

、
校

長
の

求
め

に
応

じ
、

学
校

運
営

に
関

し
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
３

 
学

校
評

議
員

は
、
校

長
の

求
め

に
応

じ
て

教
育

活
動

の
計

画
及

び
実

施
、
学

校
と

地
域

社
会

の
連

携
の

進

め
方

等
、

校
長

の
行

う
学

校
運

営
に

関
し

て
、

意
見

を
述

べ
、

助
言

を
行

う
。

 

４
 

前
３

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
学

校
評

議
員

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 
４

 
前

２
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

学
校

評
議

員
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
別

に
規

則
で

定
め

る
。

 

（
学

校
評

価
）

 
（

学
校

評
価

）
 

第
3
0
条

 
学

校
は

、
省

令
第

6
6
条
（

第
7
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
の

規
定

に
基

づ
き

、
学

校
第

3
0
条

 
学

校
は

、
省

令
第

6
6
条
（

第
7
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
の

規
定

に
基

づ
い

て
、
学

39
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改
正

後
 

改
正

前
 

の
自

己
評

価
を

自
ら

行
い

、
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

 
校

の
自

己
評

価
を

自
ら

行
い

、
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

学
校

は
、
前

項
の

規
定

に
よ

る
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

た
当

該
学

校
の

児
童

等
の

保
護

者
そ

の
他

の
学

校

関
係

者
に

よ
る

評
価

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
公

表
す

る
よ

う
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

学
校

は
、
前

項
の

規
定

に
よ

る
評

価
の

結
果

を
踏

ま
え

た
当

該
学

校
の

児
童

等
の

保
護

者
そ

の
他

の
学

校

関
係

者
に

よ
る

評
価

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
公

表
す

る
よ

う
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

学
校

は
、
前

２
項

の
規

定
に

よ
る

評
価

を
行

っ
た

場
合

は
、
そ

の
結

果
を

設
置

者
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

学
校

は
、
前

２
項

の
規

定
に

よ
る

評
価

を
行

っ
た

場
合

は
そ

の
結

果
を
、
設

置
者

に
報

告
す

る
も

の
と

す

る
。

 

第
3
0
条

の
２

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

3
0
条

の
２

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 

第
５

章
 

職
員

の
服

務
・

勤
務

 
第

５
章

 
職

員
の

服
務

・
勤

務
 

（
赴

任
）

 
（

赴
任

）
 

第
3
1
条

 
職

員
は

、
新

し
く

採
用

さ
れ

、
又

は
配

置
換

え
を

命
ぜ

ら
れ

た
と

き
は

、
辞

令
又

は
通

知
を

受
け

た

日
か

ら
７

日
以

内
に

赴
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
3
1
条

 
職

員
は

、
新

し
く

採
用

さ
れ

、
又

は
配

置
換

え
を

命
ぜ

ら
れ

た
と

き
は

、
辞

令
又

は
通

知
を

受
け

た

日
か

ら
速

や
か

に
赴

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
校

長
は

、
予

定
の

所
属

職
員

が
全

員
赴

任
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に
報

告
を

行
う

。
 

２
 

職
員

が
赴

任
し

た
と

き
は

、
校

長
に

あ
っ

て
は

教
育

委
員

会
に

、
所

属
職

員
に

あ
っ

て
は

校
長

に
、
そ

れ

ぞ
れ

速
や

か
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

職
員

が
赴

任
し

た
と

き
は

、
校

長
に

あ
っ

て
は

教
育

委
員

会
に

、
所

属
職

員
に

あ
っ

て
は

校
長

に
、
そ

れ

ぞ
れ

速
や

か
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
 

３
 

校
長

は
、
予

定
の

所
属

職
員

が
全

員
赴

任
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に
報

告
す

る
も

の
と

す

る
。

 

 

４
 

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
、
第

１
項

に
規

定
す

る
期

間
内

に
赴

任
で

き
な

い
と

き
は

、
校

長
に

あ
っ

て

は
教

育
委

員
会

に
、

所
属

職
員

に
あ

っ
て

は
校

長
に

、
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
理

由
を

明
ら

か
に

し
て

赴
任

の
延

期
を

願
い

出
て

、
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
、
第

１
項

に
規

定
す

る
期

間
内

に
赴

任
で

き
な

い
と

き
は

、
校

長
に

あ
っ

て

は
教

育
委

員
会

に
、

所
属

職
員

に
あ

っ
て

は
校

長
に

、
そ

れ
ぞ

れ
そ

の
理

由
を

明
ら

か
に

し
て

赴
任

の
延

期
を

願
い

出
て

、
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
3
2
条

 
・

 
第

3
3
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

3
2
条

 
・

 
第

3
3
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 

（
出

勤
）

 
（

出
勤

）
 

第
3
4
条

 
職

員
は

、
所

定
の

時
刻

ま
で

に
出

勤
し

、
自

ら
出

勤
し

た
こ

と
を

記
録

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
第

3
4
条

 
職

員
は

、
所

定
の

時
刻

ま
で

に
出

勤
し

、
自

ら
が

出
勤

し
た

こ
と

を
記

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
週

休
日

及
び

勤
務

時
間

の
割

振
り

等
）

 
（

週
休

日
の

割
振

り
等

）
 

第
3
5
条

 
職

員
の

週
休

日
及

び
勤

務
時

間
の

割
振

り
は

、
学

校
運

営
の

必
要

に
応

じ
て

教
育

委
員

会
が

行
う

。

週
休

日
の

振
替

及
び

勤
務

時
間

の
割

振
り

の
変

更
を

行
う

場
合

も
、

同
様

と
す

る
。

 

第
3
5
条

 
職

員
の

週
休

日
及

び
勤

務
時

間
の

割
振

り
は

、
学

校
運

営
の

必
要

に
応

じ
て

校
長

が
定

め
る

。
 

２
 

休
日

の
代

休
日

の
指

定
は

、
教

育
委

員
会

が
行

う
。

 
２

 
公

立
学

校
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

６
年

高
知

県
条

例
第

4
6
号

。
以

下

「
勤

務
時

間
条

例
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

く
週

休
日

の
振

替
及

び
勤

務
時

間
の

割
振

り
の

変
更

は
、

校
長

が
行

う
。

 

（
休

暇
）

 
（

休
暇

）
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改
正

後
 

改
正

前
 

第
3
6
条

 
職

員
の

休
暇

は
、
教

育
委

員
会

が
承

認
す

る
。
た

だ
し

、
引

き
続

き
６

日
以

上
に

わ
た

る
校

長
の

休

暇
以

外
は

、
校

長
が

承
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
3
6
条

 
職

員
の

休
暇

は
、
勤

務
時

間
等

条
例

に
基

づ
き

、
校

長
が

承
認

す
る

。
た

だ
し

、
引

き
続

き
１

か
月

以
上

に
わ

た
る

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
教

育
委

員
会

の
指

示
を

受
け

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

引
き

続
き

１
か

月
以

上
に

わ
た

る
休

暇
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

教
育

委
員

会
の

指
示

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
引

き
続

き
６

日
以

上
に

わ
た

る
校

長
の

休
暇

は
、
教

育
委

員
会

の
承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。

 

第
3
7
条

 
・

 
第

3
8
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

3
7
条

 
・

 
第

3
8
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 

（
業

務
量

の
適

切
な

管
理

）
 

（
業

務
量

の
適

切
な

管
理

）
 

第
3
9
条

 
教

育
委

員
会

は
、
公

立
の

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
特

別
措

置
法
（

昭

和
4
6
年

法
律

第
7
7
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
教

育
職

員
（

以
下

「
教

育
職

員
」

と
い

う
。

）
の

健
康

及
び

福
祉

の
確

保
を

図
る

こ
と

に
よ

り
学

校
教

育
の

水
準

の
維

持
向

上
に

資
す

る
よ

う
、

教
育

職
員

が
業

務
を

行
う

時
間

（
同

法
第

７
条

の
指

針
で

規
定

す
る

在
校

時
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

か
ら

所
定

の
勤

務
時

間
（

同
法

第
６

条
第

３
項

各
号

に
掲

げ
る

日
（

代
休

日
が

指
定

さ
れ

た
日

を
除

く
。

）
以

外
の

日
に

お
け

る
正

規
の

勤
務

時
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
除

い
た

時
間

を
次

に
掲

げ
る

時
間

の
範

囲
内

と
す

る
た

め
、

教
育

職
員

の
業

務
量

の
適

切
な

管
理

を
行

う
。

 

第
3
9
条

 
教

育
委

員
会

は
、
公

立
の

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
特

別
措

置
法
（

昭

和
4
6
年

法
律

第
7
7
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
教

育
職

員
（

以
下

「
教

育
職

員
」

と
い

う
。

）
の

健
康

及
び

福
祉

の
確

保
を

図
る

こ
と

に
よ

り
学

校
教

育
の

水
準

の
維

持
向

上
に

資
す

る
よ

う
、

教
育

職
員

が
業

務
を

行
う

時
間

（
同

法
第

７
条

の
指

針
で

規
定

す
る

在
校

時
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

か
ら

所
定

の
勤

務
時

間
（

同
法

第
６

条
第

３
項

各
号

に
掲

げ
る

日
（

代
休

日
が

指
定

さ
れ

た
日

を
除

く
。

）
以

外
の

日
に

お
け

る
正

規
の

勤
務

時
間

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
除

い
た

時
間

を
次

の
各

号
に

掲
げ

る
時

間
の

上
限

の
範

囲
内

と
す

る
た

め
、

教
育

職
員

の
業

務
量

の
適

切
な

管
理

を
行

う
。

 

(
１

)
 

１
か

月
に

つ
い

て
4
5
時

間
 

(
１

)
 

１
か

月
に

つ
い

て
4
5
時

間
 

(
２

)
 

１
年

に
つ

い
て

3
6
0
時

間
 

(
２

)
 

１
年

に
つ

い
て

3
6
0
時

間
 

２
 

教
育

委
員

会
は

、
教

育
職

員
が

児
童

等
に

係
る

通
常

予
見

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
業

務
量

の
大

幅
な

増
加

等
に

伴
い

、
一

時
的

又
は

突
発

的
に

所
定

の
勤

務
時

間
外

に
業

務
を

行
わ

ざ
る

を
得

な
い

場
合

に
は

、
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
教

育
職

員
が

業
務

を
行

う
時

間
か

ら
所

定
の

勤
務

時
間

を
除

い
た

時
間

を
次

に
掲

げ
る

時
間

の
範

囲
内

と
す

る
た

め
、

教
育

職
員

の
業

務
量

の
適

切
な

管
理

を
行

う
。

 

２
 

教
育

委
員

会
は

、
教

育
職

員
が

児
童

生
徒

等
に

係
る

通
常

予
見

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
業

務
量

の
大

幅
な

増
加

等
に

伴
い

、
一

時
的

又
は

突
発

的
に

所
定

の
勤

務
時

間
外

に
業

務
を

行
わ

ざ
る

を
得

な
い

場
合

に
は

、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

教
育

職
員

が
業

務
を

行
う

時
間

か
ら

所
定

の
勤

務
時

間
を

除
い

た
時

間
を

次
の

各
号

に
掲

げ
る

時
間

の
上

限
の

範
囲

内
と

す
る

た
め

、
教

育
職

員
の

業
務

量
の

適
切

な
管

理
を

行
う

。

(
１

)
 

１
か

月
に

つ
い

て
1
0
0
時

間
未

満
 

(
１

)
 

１
か

月
に

つ
い

て
1
0
0
時

間
未

満
 

(
２

)
 

１
年

に
つ

い
て

7
2
0
時

間
 

(
２

)
 

１
年

に
つ

い
て

7
2
0
時

間
 

(
３

)
 

１
か

月
ご

と
に

区
分

し
た

各
期

間
に

当
該

各
期

間
の

直
前

の
１

か
月

、
２

か
月

、
３

か
月

、
４

か

月
及

び
５

か
月

の
期

間
を

加
え

た
そ

れ
ぞ

れ
の

期
間

に
お

い
て

１
か

月
当

た
り

の
平

均
時

間
に

つ
い

て

8
0
時

間
 

(
３

)
 

１
か

月
ご

と
に

区
分

し
た

各
期

間
に

当
該

各
期

間
の

直
前

の
１

か
月

、
２

か
月

、
３

か
月

、
４

か

月
及

び
５

か
月

の
期

間
を

加
え

た
そ

れ
ぞ

れ
の

期
間

に
お

い
て

１
か

月
当

た
り

の
平

均
時

間
に

つ
い

て

8
0
時

間
 

(
４

)
 

１
年

の
う

ち
１

か
月

に
お

い
て

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
の

時
間

に
お

い
て

4
5
時

間
を

超
え

て
業

務

を
行

う
月

数
に

つ
い

て
６

か
月

 

(
４

)
 

１
年

の
う

ち
１

か
月

に
お

い
て

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
の

時
間

に
お

い
て

4
5
時

間
を

超
え

て
業

務

を
行

う
月

数
に

つ
い

て
６

か
月

 

３
 

前
２

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
教

育
職

員
の

業
務

量
の

適
切

な
管

理
そ

の
他

教
職

員
の

健
康

及
び

福
祉

の
確

保
を

図
る

た
め

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

教
育

委
員

会
が

別
に

定
め

る
。

 

３
 

前
２

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
教

育
職

員
の

業
務

量
の

適
切

な
管

理
そ

の
他

教
職

員
の

健
康

及
び

福
祉

の
確

保
を

図
る

た
め

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

教
育

委
員

会
が

別
に

定
め

る
。
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1
1
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
６

章
 

人
事

 
第

６
章

 
人

事
 

（
非

常
勤

講
師

）
 

（
非

常
勤

講
師

）
 

第
4
0
条

 
学

校
に

、
非

常
勤

講
師

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 
第

4
0
条

 
校

長
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

非
常

勤
講

師
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
特

別
非

常
勤

講
師

）
 

（
特

別
非

常
勤

講
師

）
 

第
4
1
条

 
学

校
に

、
特

別
非

常
勤

講
師

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

 
第

4
1
条

 
校

長
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

特
別

非
常

勤
講

師
を

置
く

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
２

 
特

別
非

常
勤

講
師

は
、

校
長

が
採

用
す

る
。

 

第
4
2
条

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

4
2
条

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 

第
７

章
 

学
校

予
算

 
第

７
章

 
学

校
予

算
 

（
学

校
予

算
の

要
望

）
 

（
学

校
予

算
要

望
書

の
提

出
）

 

第
4
3
条

 
校

長
は

、
自

校
の

本
年

度
及

び
次

年
度

の
予

算
に

つ
い

て
、
別

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
教

育
委

員
会

に
要

望
す

る
も

の
と

す
る

。
 

第
4
3
条

 
校

長
は

、
自

校
の

学
校

予
算

の
編

成
に

際
し

て
、
別

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
、
教

育
委

員
会

が
指

定

す
る

日
ま

で
に

、
次

年
度

の
学

校
予

算
要

望
書

を
教

育
委

員
会

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
要

望
は

、
教

育
委

員
会

が
定

め
る

日
ま

で
に

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 

（
学

校
配

当
予

算
の

編
成

）
 

（
学

校
配

当
予

算
の

編
成

）
 

第
4
4
条

 
教

育
委

員
会

は
、
校

長
の

予
算

要
望

を
尊

重
す

る
と

と
も

に
、
全

体
の

調
整

を
図

り
、
学

校
配

当
予

算
を

編
成

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
4
4
条

 
教

育
委

員
会

は
、
校

長
の

学
校

予
算

要
望

書
を

尊
重

し
つ

つ
、
全

体
の

調
整

を
図

り
、
各

学
校

の
配

当
予

算
要

望
書

を
編

成
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

学
校

配
当

予
算

の
編

成
に

当
た

っ
て

は
、
校

長
の

裁
量

に
よ

っ
て

執
行

で
き

る
予

算
枠

を
設

け
る

も
の

と

す
る

。
 

２
 

学
校

配
当

予
算

要
望

書
の

編
成

に
際

し
て

は
、
校

長
の

裁
量

に
よ

っ
て

執
行

で
き

る
予

算
枠

を
設

け
る

も

の
と

す
る

。
 

３
 

教
育

委
員

会
は

、
学

校
に

お
い

て
非

常
変

災
そ

の
他

緊
急

事
態

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、
町

長
と

協
議

し
、

速
や

か
に

そ
れ

に
対

応
す

る
予

算
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

教
育

委
員

会
は

、
学

校
に

お
い

て
非

常
変

災
そ

の
他

緊
急

事
態

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、
町

長
と

協
議

し
、

速
や

か
に

そ
れ

に
対

応
す

る
予

算
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
学

校
配

当
予

算
の

執
行

計
画

）
 

（
学

校
予

算
の

執
行

計
画

）
 

第
4
5
条

 
校

長
は

、
教

育
課

程
の

実
施

そ
の

他
学

校
運

営
を

効
果

的
に

行
う

た
め

、
学

校
配

当
予

算
の

執
行

計

画
を

作
成

し
、

適
正

な
予

算
執

行
に

当
た

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
4
5
条

 
校

長
は

、
教

育
課

程
の

実
施

そ
の

他
学

校
運

営
を

効
果

的
に

行
う

た
め

、
学

校
配

当
予

算
執

行
計

画

を
策

定
し

、
適

正
な

予
算

執
行

に
当

た
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
学

校
配

当
予

算
の

執
行

）
 

（
学

校
予

算
の

執
行

）
 

第
4
6
条

 
校

長
は

、
学

校
配

当
予

算
を

執
行

す
る

と
と

も
に

、
学

校
の

財
務

事
務

を
統

括
す

る
も

の
と

す
る

。
第

4
6
条

 
校

長
は

、
学

校
配

当
予

算
の

範
囲

内
で

、
学

校
予

算
を

執
行

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
２

 
校

長
は

、
学

校
の

財
務

事
務

を
統

括
す

る
。

 

 
３

 
事

務
職

員
は

、
校

長
の

監
督

を
受

け
、

財
務

事
務

を
処

理
す

る
。

 

２
 

学
校

の
財

務
事

務
に

つ
い

て
は

、
関

係
法

令
及

び
四

万
十

町
財

務
規

則
（

平
成

1
8
年

四
万

十
町

規
則

第
4
9

号
。

以
下

「
財

務
規

則
」

と
い

う
。

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

４
 

学
校

の
財

務
事

務
に

つ
い

て
は

、
関

係
法

令
及

び
四

万
十

町
財

務
規

則
（

平
成

1
8
年

四
万

十
町

規
則

第
4
9

号
。

以
下

「
財

務
規

則
」

と
い

う
。

）
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。
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1
2
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
校

長
の

専
決

）
 

（
校

長
専

決
）

 

第
4
7
条

 
学

校
配

当
予

算
の

う
ち

校
長

の
専

決
に

よ
り

執
行

で
き

る
予

算
の

範
囲

は
、
財

務
規

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

町
長

か
ら

教
育

長
に

委
任

さ
れ

た
事

務
の

う
ち

教
育

長
が

専
決

す
る

こ
と

の
で

き
る

金
額

の
範

囲
内

と
す

る
。

 

第
4
7
条

 
学

校
配

当
予

算
の

う
ち

校
長

の
専

決
に

よ
り

執
行

で
き

る
予

算
の

範
囲

は
、
財

務
規

則
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

町
長

か
ら

教
育

長
に

委
任

さ
れ

た
事

務
の

う
ち

教
育

長
が

専
決

す
る

こ
と

の
で

き
る

金
額

の
範

囲
内

と
す

る
。

 

第
4
8
条

 
・

 
第

4
9
条

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

4
8
条

 
・

 
第

4
9
条

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 

第
８

章
 

施
設

・
設

備
 

第
８

章
 

施
設

・
設

備
 

（
施

設
、

設
備

等
の

管
理

）
 

（
施

設
、

設
備

等
の

管
理

）
 

第
5
0
条

 
校

長
は

、
学

校
の

施
設

、
設

備
等
（

備
品

を
含

む
。
以

下
「

施
設

等
」
と

い
う

。
）
の

管
理
を

統
括

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
5
0
条

 
学

校
は

、
学

校
の

教
育

目
標

及
び

施
設

開
放

等
に

お
け

る
地

域
住

民
の

使
用

目
的

に
即

し
て

、
学

校

の
施

設
、
設

備
等

（
備

品
を

含
む

。
以

下
「

施
設

等
」
と

い
う

。
）
の

整
備

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
 

校
長

は
、

施
設

等
を

常
に

良
好

な
状

態
に

保
持

す
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
２

 
校

長
は

、
毎

年
度

当
初

に
学

校
の

施
設

等
の

管
理

に
関

す
る

計
画

を
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

校
長

は
、

毎
年

度
当

初
に

施
設

等
の

管
理

に
関

す
る

計
画

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

 
（

管
理

の
分

担
）

 

第
5
1
条

 
削

除
 

第
5
1
条

 
校

長
は

、
学

校
の

施
設

等
を

管
理

し
、

そ
の

保
全

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
２

 
校

長
は

、
学

校
の

施
設

等
の

管
理

を
統

括
す

る
。

 

 
３

 
事

務
職

員
は

、
学

校
の

施
設

等
の

管
理

に
関

す
る

事
務

を
処

理
す

る
。

 

（
台

帳
）

 
（

台
帳

）
 

第
5
2
条

 
校

長
は

、
施

設
等

に
関

す
る

台
帳

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、
そ

の
記

載
内

容
に

変
更

が
あ

る
場

合
は

、

そ
の

補
正

を
行

い
、

現
況

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
5
2
条

 
校

長
は

、
施

設
等

に
関

す
る

台
帳

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、
そ

の
記

載
内

容
に

変
更

が
あ

る
場

合
は

、

そ
の

補
正

を
行

い
、

現
況

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

前
項

の
台

帳
の

様
式

及
び

記
載

要
領

は
、

別
に

定
め

る
。

 
２

 
前

項
の

台
帳

の
様

式
及

び
記

載
要

領
は

、
教

育
長

が
別

に
定

め
る

。
 

（
亡

失
、

き
損

等
）

 
（

亡
失

、
き

損
等

）
 

第
5
3
条

 
施

設
等

が
亡

失
又

は
き

損
し

た
場

合
は

、
校

長
は
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に
報

告
し

、
そ

の
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
5
3
条

 
校

長
は

、
学

校
の

施
設

等
の

重
大

な
亡

失
又

は
き

損
が

生
じ

た
と

き
は

、
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

第
5
4
条

 
～

 
第

5
6
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

5
4
条

 
～

 
第

5
6
条

 
 

 
 

 
（

略
）

 

（
防

火
及

び
警

備
等

）
 

（
防

火
及

び
警

備
等

）
 

第
5
7
条

 
校

長
は

、
毎

年
度

当
初

に
防

火
責

任
者

を
定

め
る

と
と

も
に

、
学

校
の

防
火

及
び

警
備

等
に

関
す

る

計
画

を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
5
7
条

 
校

長
は

、
毎

年
度

当
初

に
学

校
の

防
火

及
び

警
備

等
に

関
す

る
計

画
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
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1
3
/
1
3
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
5
8
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
第

5
8
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 

第
９

章
 

雑
則

 
第

９
章

 
雑

則
 

第
5
9
条

 
～

 
 

第
6
1
条

 
 

 
 

（
略

）
 

第
5
9
条

 
～

 
 

第
6
1
条

 
 

 
 

（
略

）
 

 
 

【
改

正
の
理

由
】
 
 

 
今

回
の

改
正

い
つ

い
て

は
、

法
律

の
改

正
に

よ
る

必
要

な
改

正
と

と
も

に
、

こ
れ

ま
で

規
定

の
な

か
っ

た
職

等
（

法
律

等
に

定
め

の
あ

る
職

等
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

の
規

定
を

追
加

す
る
た

め
の
も

の
で
す
。

 

合
わ

せ
て
、

教
育
委

員
会
が
行

う
べ

き
事

項
と
学

校
長
が
行

う
べ

き
事

項
を
整

理
す
る
と

と
も

に
、

表
現
や

文
言
等
の

修
正

も
行

う
も
の

で
す
。
 

ま
た

、
事
務

職
員
の

職
等
に
つ

い
て

は
、

こ
の
規

則
に
規
定

し
た

た
め

、
四
万

十
町
立
学

校
事

務
職

員
の
職

の
設
置
に

関
す

る
規

則
（
平

成
1
8
年

教
育

委
員

会
規
則

第
1
4
号

）

は
、

附
則
に

お
い
て

廃
止
す
る

こ
と

と
し

て
い
ま

す
。
 

 
・

 
規
定

を
追
加

し
た
も
の

 

懲
戒
（

第
1
7
条

の
２
）
、
事
務

職
員

の
職

名
及
び

職
務
等
（

第
2
1
条
の

３
）
、
生
徒

指
導

主
事

及
び

進
路
指

導
主
事
（

第
2
3
条
の

２
）
、
事
務

主
任
（

第
2
3
条

の
３

）
、

学
校

栄
養
職

員
（
第

2
5
条
の

２
）

、
そ

の
他
職

員
（
第

2
5
条

の
３

）
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参 考 

 

● 学校教育法 （昭和 22 年法律第 26 号） 抜粋 

 

（児童、生徒等の懲戒） 

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定め

るところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰

を加えることはできない。 

 

（校長、教頭、教諭その他の職員） 

第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければ

ならない。 

２ 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教

諭その他必要な職員を置くことができる。 

３ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教

頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるとき

は事務職員を、それぞれ置かないことができる。 

４ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

５ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

６ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその

職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が

定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 

７ 教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）を助け、校務

を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 

８ 教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）に事故がある

ときは校長の職務を代理し、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校

長）が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あると

きは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。 

９ 主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）及び教頭

を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。 

10 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育

指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 

11 教諭は、児童の教育をつかさどる。 

12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 

13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。 

14 事務職員は、事務をつかさどる。 

15 助教諭は、教諭の職務を助ける。 

16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 

17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 
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18 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は

講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 

19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校

長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を受け

て校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主

幹教諭を置くことができる。 

 

第五章 中学校 

（準用規定） 

第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条

から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第

二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とある

のは「第四十六条」と読み替えるものとする。 

 

 

● 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律  

（昭和 33 年法律第 116 号） 抜粋 

 

 （学級編制） 

第四条 都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又

は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校

を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮し

て行う。 

２ 指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校にあっては

前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区

分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援

学校の小学部又は中学部にあっては六人（文部科学大臣が定める障害を二以上併せ

有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあっては、三人）を一学級の児童又は

生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の

実態を考慮して行う。 

（学級編制についての都道府県の教育委員会への届出） 

第五条 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係

る前条第一項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け

出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。 
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議案第２号 

 

 

   四万十町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長等に事務委任

する規程の改正について 

 

 

四万十町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長等に事務委任する

規程（平成 18 年四万十町教育長訓令第１号）の一部を改正する訓令を下記のとおり

定めることについて、委員会の意見を求める。 

 

令和４年４月１２日 提出       

 

                    四万十町教育長 山脇 光章  

 

 

記 

 

 

四万十町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長等に

事務委任する規程の一部を改正する訓令  

 

四万十町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長等に事務委任する

規程（平成18年四万十町教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「事務の委任」を「事務の一部を委任すること」に改める。 

第６条第３項中「前条の規定により委任を受けた事務であっても、」を「事務の内

容が」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第６条関係） 

学校長に対する委任事項 

１ 所管事務の実施計画の決定及び運営管理に関すること。 

２ 所掌事務に係る申請、上申、進達、通知、通報、照会、回答、報告等に関すること。 

３ 所掌事務に係る公表及び掲示並びに事実証明及び台帳等の謄本又は抄本の交付に関す

ること。 

４ 備付け帳簿の調整並びに縦覧及び閲覧の許可に関すること。 

５ 校務分掌及び係等の分掌事務の決定に関すること。 

６ 所属職員の配置及び事務分担の決定に関すること。 

７ 学級編成に関すること。 
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８ 休業日及び授業日の変更に関すること。 

９ 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。 

10 職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。 

11 職員の休憩時間に関すること。 

12 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに特殊勤務の実績確認に関すること。 

13 職員の時間外勤務代休時間の指定及び実績確認に関すること。 

14 職員の夜間勤務の命令に関すること。 

15 職員の休暇に関すること。 

16 職員の職務専念義務の免除に関すること。ただし、その期間が６日を超える等異例に

属する場合を除く。 

17 所掌に属する公有財産の管理に関すること。 

18 １件10万円以下の予算の執行及び支払に関すること。 

19 前各項に掲げるもののほか、所掌に属する軽易又は定例的な事務に関すること。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 
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1
/
2
 

四
万

十
町
教

育
委
員

会
教
育
長

の
権

限
に

属
す
る

事
務
の
一

部
を

学
校

長
等
に

事
務
委
任

す
る

規
程

の
一
部

を
改
正
す

る
訓

令
新

旧
対
照

表
 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

○
四

万
十

町
教

育
委

員
会

教
育

長
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
一

部
を

学
校

長
等

に
事

務
委

任
す
る

規
程
 

○
四

万
十

町
教

育
委

員
会

教
育

長
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
一

部
を

学
校

長
等

に
事

務
委

任
す
る

規
程
 

平
成

1
8
年
３

月
2
0
日

教
育
長
訓

令
第

１
号

平
成

1
8
年
３

月
2
0
日

教
育
長
訓

令
第

１
号

（
趣

旨
）
 

（
趣

旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

別
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る
法

律
（
昭

和
3
1
年
法

律
第

1
6
2
号

）
第
2
5
条

第
４

項
の

規
定

に
基
づ

く
教
育
長

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

一
部

を
委

任
す

る
こ

と
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も

の
と

す
る
。
 

第
１

条
 

こ
の

規
程

は
、

別
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る
法

律
（
昭

和
3
1
年
法

律
第

1
6
2
号

）
第
2
5
条

第
４

項
の

規
定

に
基
づ

く
教
育
長

の
権

限
に
属

す
る
事

務
の
委
任
に

つ
い
て

必
要
な

事
項
を
定

め
る

も
の

と
す
る

。
 

第
２

条
 
～

 
第
５

条
 
 
 

 
 

 
（

略
）
 

第
２

条
 
～

 
第
５

条
 
 
 

 
 

 
（

略
）
 

（
学

校
長
に

対
す
る

委
任
）
 

（
学

校
長
に

対
す
る

委
任
）
 

第
６

条
 

学
校

長
に

対
し

、
当

該
機

関
の

所
掌

に
係

る
別

表
第

２
に

掲
げ

る
事

務
を

委
任

す
る

。
 

第
６

条
 

学
校

長
に

対
し

、
当

該
機

関
の

所
掌

に
係

る
別

表
第

２
に

掲
げ

る
事

務
を

委
任

す
る

。
 

２
 

校
長

は
、

法
令

の
規

定
又

は
委

任
に

よ
り

そ
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
う

ち
、

専
決

さ
せ

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

た
も

の
に

つ
い

て
、

所
属

職
員

を
指

定
し

て
専

決

さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 

校
長

は
、

法
令

の
規

定
又

は
委

任
に

よ
り

そ
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
う

ち
、

専
決

さ
せ

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

た
も

の
に

つ
い

て
、

所
属

職
員

を
指

定
し

て
専

決

さ
せ

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

３
 

校
長

及
び

校
長

の
指

定
に

基
づ

く
専

決
職

員
は

、
事

務
の

内
容

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
そ

の
処

理
に

つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

上
司

の
指

揮
を

受
け

な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。
 

３
 

校
長

及
び

校
長

の
指

定
に

基
づ

く
専

決
職

員
は

、
前

条
の

規
定

に
よ

り
委

任
を

受
け

た
事

務
で

あ
っ

て
も

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
そ

の
処

理
に

つ

い
て

あ
ら
か

じ
め
上

司
の
指
揮

を
受

け
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

(
１

)
 

重
要

と
認
め

ら
れ
る
と

き
。
 

(
１

)
 

重
要

と
認
め

ら
れ
る
と

き
。
 

(
２

)
 

異
例

に
属
し

、
先
例
に

な
る

お
そ

れ
が
あ

る
と
認
め

ら
れ

る
と

き
。
 

(
２

)
 

異
例

に
属
し

、
先
例
に

な
る

お
そ

れ
が
あ

る
と
認
め

ら
れ

る
と

き
。
 

(
３

)
 

疑
義

が
あ

る
と

き
又

は
紛

議
が

あ
り

、
若

し
く

は
こ

れ
を

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る
と

き
。
 

(
３

)
 

疑
義

が
あ

る
と

き
又

は
紛

議
が

あ
り

、
若

し
く

は
こ

れ
を

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め
ら

れ
る
と

き
。
 

(
４

)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

ほ
か

、
上

司
の

指
揮

を
受

け
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と
き

。
 

(
４

)
 

前
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

ほ
か

、
上

司
の

指
揮

を
受

け
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と
き

。
 

別
表

第
１
（

第
５
条

関
係
）
 

 
 

 
（

略
）
 

別
表

第
１
（

第
５
条

関
係
）
 

 
 

 
（

略
）
 

別
表

第
２
（

第
６
条

関
係
）
 

別
表

第
２
（

第
６
条

関
係
）
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2
/
2
 

改
正

後
 

改
正

前
 

学
校

長
に
対

す
る
委

任
事
項
 

学
校

長
に
対

す
る
委

任
事
項
 

１
 

所
管
事

務
の
実

施
計
画
の

決
定

及
び

運
営
管

理
に
関
す

る
こ

と
。
 

１
 

所
管
事

務
の
実

施
計
画
の

決
定

及
び

運
営
管

理
に
関
す

る
こ

と
。
 

２
 

所
掌

事
務

に
係

る
申

請
、

上
申

、
進

達
、

通
知

、
通

報
、

照
会

、
回

答
、

報
告

等

に
関

す
る
こ

と
。
 

２
 

所
掌

事
務

に
係

る
申

請
、

上
申

、
進

達
、

通
知

、
通

報
、

照
会

、
回

答
、

報
告

等

に
関

す
る
こ

と
。
 

３
 

所
掌

事
務

に
係

る
公

表
及

び
掲

示
並

び
に

事
実

証
明

及
び

台
帳

等
の

謄
本

又
は

抄

本
の

交
付
に

関
す
る

こ
と
。
 

３
 

所
掌

事
務

に
係

る
公

表
及

び
掲

示
並

び
に

事
実

証
明

及
び

台
帳

等
の

謄
本

又
は

抄

本
の

交
付
に

関
す
る

こ
と
。
 

４
 

備
付
け

帳
簿
の

調
整
並
び

に
縦

覧
及

び
閲
覧

の
許
可
に

関
す

る
こ

と
。
 

４
 

備
付
け

帳
簿
の

調
整
並
び

に
縦

覧
及

び
閲
覧

の
許
可
に

関
す

る
こ

と
。
 

５
 

校
務
分

掌
及
び

係
等
の
分

掌
事

務
の

決
定
に

関
す
る
こ

と
。
 

５
 

校
務
分

掌
及
び

係
等
の
分

掌
事

務
の

決
定
に

関
す
る
こ

と
。
 

６
 

所
属
職

員
の
配

置
及
び
事

務
分

担
の

決
定
に

関
す
る
こ

と
。
 

６
 

所
属
職

員
の
配

置
及
び
事

務
分

担
の

決
定
に

関
す
る
こ

と
。
 

７
 

学
級
編

成
に
関

す
る
こ
と

。
 

７
 

学
級
及

び
教
育

課
程
の
編

成
に

関
す

る
こ
と

。
 

８
 

休
業
日

及
び
授

業
日
の
変

更
に

関
す

る
こ
と

。
 

８
 

休
業
日

及
び
授

業
日
の
変

更
に

関
す

る
こ
と

。
 

９
 

職
員
の

週
休
日

及
び
勤
務

時
間

の
割

振
り
に

関
す
る
こ

と
。
 

 

1
0
 

職
員
の

週
休
日

の
振
替
等

及
び

休
日

の
代
休

日
の
指
定

に
関

す
る

こ
と
。
 

 

1
1
 

職
員
の

休
憩
時

間
に
関
す

る
こ

と
。
 

 

1
2
 

職
員

の
時

間
外

勤
務

命
令

及
び

休
日

勤
務

命
令

並
び

に
特

殊
勤

務
の

実
績

確
認

に

関
す

る
こ
と

。
 

９
 

職
員

の
時

間
外

勤
務

及
び

休
日

勤
務

の
命

令
並

び
に

休
日

の
代

休
日

の
指

定
に

関

す
る

こ
と
。
 

1
3
 

職
員
の

時
間
外

勤
務
代
休

時
間

の
指

定
及
び

実
績
確
認

に
関

す
る

こ
と
。
 

 

1
4
 

職
員
の

夜
間
勤

務
の
命
令

に
関

す
る

こ
と
。
 

 

1
5
 

職
員
の

休
暇
に

関
す
る
こ

と
。
 

 

1
6
 

職
員

の
職

務
専

念
義

務
の

免
除

に
関

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
そ

の
期

間
が

６
日

を

超
え

る
等
異

例
に
属

す
る
場
合

を
除

く
。
 

1
0
 

職
員

の
職

務
専

念
義

務
の

免
除

に
関

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
３

日
を

超
え

る
等

異

例
と

認
め
ら

れ
る
場

合
を
除
く

。
 

1
7
 

所
掌
に

属
す
る

公
有
財
産

の
管

理
に

関
す
る

こ
と
。
 

1
1
 

所
掌
に

属
す
る

公
有
財
産

の
管

理
に

関
す
る

こ
と
。
 

1
8
 

１
件

1
0
万

円
以

下
の
予
算

の
執

行
及

び
支
払

に
関
す
る

こ
と

。
 

1
2
 

１
件

1
0
万

円
以

下
の
予
算

の
執

行
及

び
支
払

に
関
す
る

こ
と

。
 

 
1
3
 

県
費
負

担
教
職

員
の
通
勤

手
当

及
び

住
居
手

当
に
関
す

る
こ

と
。
 

1
9
 

前
各

項
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
所

掌
に

属
す

る
軽

易
又

は
定

例
的

な
事

務
に

関

す
る

こ
と
。
 

1
4
 

前
各

項
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
所

掌
に

属
す

る
軽

易
又

は
定

例
的

な
事

務
に

関

す
る

こ
と
。
 

【
改

正
の

理
由

】
 

こ
の

規
定

の
改

正
に

つ
い

て
は

、
主

に
四

万
十

町
立

学
校

管
理

運
営

規
則

の
改

正
に

伴
い

、
同

規
則

と
の

整
合

性
を

図
る

た
め

の
改

正
と

学
校

長
に

対
す

る
委

任
事

項
を
整

理
す
る

た
め
に
行

う
も

の
で

す
。
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